
                               

  プレスリリース              平成２５年３月２９日 

                                             林野庁関東森林管理局 

                       東京神奈川森林管理署 

 

 

「丹沢山地等の森林保全・再生技術に係る相互協力協定」の締結 

について 

 

 

 平成２５年３月２８日（木）、林野庁関東森林管理局東京神奈川森林管

理署と神奈川県自然環境保全センターは、神奈川県の重要な水源地帯で生

物多様性の宝庫でもある丹沢山地等において、ブナ林をはじめとする森林

の保全・再生に連携・協力して取り組み、森林の保全・再生に係る研究や

技術開発等の一層の発展に資することを目的として「丹沢山地等の森林保

全・再生技術に係る相互協力協定」（別紙～平成２５年４月１日から５年

間の協定）を締結しましたので、お知らせします。 
 

 両者は、これまでも、それぞれ管轄する森林の保全・再生に取り組むと

ともに、連携してニホンジカによる過剰な採食圧から森林生態系を保全す

るための「植生保護柵の設置」等に取り組んで参りました。本協定の締結

により、相互の連携・協力を一層推進することとしました。 

 

 具体的には、次の取り組みを進めることとしています。 

①研究・技術開発 

 ブナ林の保全・再生、水源涵養機能を高める森林施業など研究・技術情

報の共有 

②鳥獣被害対策 

 ニホンジカによる採食から森林を保全する「植生保護柵の設置」、モニ

タリングや被害防止対策に係るフィールドの提供、技術情報の共有 

③共同試験地の設定 

  必要に応じて相互の管理する森林を活用した共同試験地の設定 

 

 

 

 



【写真１】 

      

○協定書の調印 

【写真２】 

        

       ○丹沢山地に連携して設置した植生保護柵 

        （稜線右が森林管理署で設置、左が神奈川県で設置）  

 【問い合わせ先】 

 林野庁関東森林管理局東京神奈川森林管理署 

  担当：坂井、齋藤、幾久  

         ℡0463(32)2867(代表) 

                 IP℡ 050(3160)6010(代表） 



別 紙 
丹沢山地等の森林保全・再生技術に係る相互協力協定書 

 
東京神奈川森林管理署と神奈川県自然環境保全センター（以下「両者」という。）は、両

者が所管する丹沢山地等の森林の保全・再生に係る研究、技術開発等の分野の発展に資す

るため、相互の連携・協力に関する協定を締結する。 
 

（目的） 
１ 本協定は、両者が相互に連携・協力することを通じて、両者が所管する丹沢山地等の

森林の保全・再生に係る研究、技術開発等の一層の発展に資することを目的とする。 
（研究・技術開発） 
２ 両者は、相互の情報交換等を通じて、ブナ林をはじめとする森林の保全・再生、スギ・

ヒノキ人工林の針広混交林への誘導など水源かん養機能を高めつつ多様な森林生態系を

創出するための森林施業、生物多様性の保全等に係る研究、技術開発等の発展に資する

ものとする。 
（鳥獣被害対策） 
３ 両者は、この協定の締結前に引き続き、ニホンジカによる採食から森林を保全するた

めの植生保護柵の設置等に連携して取り組むとともに、モニタリングの実施や被害防止

対策に係るフィールドの提供、技術情報の共有等を進めるものとする。 
（共同試験地の設定） 
４ 両者は本協定の目的を達成するため、必要に応じて相互に所管する森林を活用できる

ものとし、試験地設定等の手続きについては別途定める「事務処理要領」に基づき行う

こととする。 
（定期協議） 
５ 両者は本協定の目的を達成するため、定期的に協議するものとする。 
（協定の有効期間等） 
６ この協定は、平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで有効とする。 
（その他必要と認められる事項） 
７ 本協定に疑義が生じた場合は、両者で協議して対処するものとする。 

 
平成 ２５ 年 ３ 月 ２８ 日 

 
東京神奈川森林管理署長         坂 井 敏 純 

 
神奈川県自然環境保全センター所長   益  子    篤 

 


